
 １ 

 

 

第２１回 
 

 

上富良野町農業委員会総会議事録 
 

 

平成２８年３月１７日 
 

 

 

 

 

 

 

上富良野町農業委員会 



 ２ 

 第２１回 上富良野町農業委員会総会 議事録 

 

１ 日  時  平成２８年３月１７日（木） 午後６時００分から午後７時３５分 

 

２ 場  所  上富良野町役場 第２会議室 

 

３ 出席委員  １１名 

席順 委員名 席順 委員名 席順 委員名 

１ 谷本 嘉彦 ２ 三好 利和 ３ 谷   忠 

５ 石橋 信次 ６ 佐藤 良二 ７ 井村 昭次 

８ 島田 政志 ９ 舘尾 雄治 10 長谷川裕見 

11 井村 悦丈 12 青地  修   

 

４ 欠席委員 

４ 杉本 隆一     

 

５ 遅参委員    なし 

 

６ 議事日程 

   日程第１  会議録署名委員の決定 

   日程第２  報告第１号  農地法第５条の規定に基づく諮問の答申について 

   日程第３  報告第２号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   日程第４  諮問第１号  農用地利用集積計画書の作成について 

   日程第５  諮問第１号  農用地利用集積計画書の作成について 

                （農業委員会等に関する法律第２４条 議事参与の制限） 

日程第６  議案第１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

追加日程第１  議案第２号  農地法第５条の規定に基づく農地転用許可後の事業計画変更申

請について 

 

 

 
７ 農業委員会事務局職員 

農業委員会事務局 局長 北越 克彦 主査 甲斐 幹彦 
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８ 会議の概要 
   開会（午後６時００分）  （着席） 
 

 

 

 

事務局長 

 

事務局長 

 

 

島田委員 

 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

開会の宣言 

 

只今より、第２１回上富良野町農業委員会総会を開会いたします。 

 

ご起立の上、農業委員会憲章の唱和を行います。 

１番  谷本嘉彦 委員に合わせ、ご唱和ください。 

 

「唱和」 

 

 

ご着席ください。 

 

 

これより、会議を進めます。ただいまの出席委員は、１１名であります。 

定数に達しておりますので、これより第２１回上富良野町農業委員会総会を開会いたし

ます。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりでございます。 

日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 「事務局長」 

 

 

諸般の報告（別紙） 

本日、追加日程議案２号「農地法第５条の規定に基づく農地転用許可後の事業計画変更

申請について」がありますのでご審議の程よろしくお願いします。 

内容につきましては、○○○○の太陽光パネル建設の関係です。昨年 4月の総会で議決

をいただきまして、その後５月に北海道知事の許可が出ております。本来であれば９月

３０日に完成している案件ですが、現在も着手されていない状況です。理由として○○

○○の○○地区に新しいシステムを作らなければならず、協議がされており、この３月

に目途がついたので雪解け早々に本格的な工事を進めたいとのこと。この間、進捗状況

の報告が提出されておりませんでしたので整理をしたことと、合わせて事業の変更申請

手続きをすることです。 

 

 

以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

日程第１ 会議録署名委員の決定は、会議規則第１３条第２項により議長において、 

、５番 石橋信次 君  ６番 佐藤良二 君、を指名いたします。 

                                       

 

日程第２ 報告第１号「農地法第５条の規定に基づく諮問の答申について」の件を議題

といたします。報告第１号を、事務局が説明いたします。 「事務局」 

                                       

 

報告第１号について、ご説明いたします。 

農地法第５条の規定に基づく諮問の答申について、北海道農業会議より答申がありまし

たので報告をいたします。報告第１号朗読。 

                                       

 

報告第１号について、発言はありませんか。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「発言なし」の声あり 

 

発言がなければ、報告第１号を終わります。 

                                       

 

日程第３ 「報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について」の件を議

題といたします。報告第２号を、事務局が説明いたします。 「事務局」 

                                       

 

報告第２号について、ご説明いたします。 

農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借権の解約申し出のあった次の件につい

て、同法第１８条第１項のただし書の規定に該当するので報告いたします。以下、報告

第２号朗読。 

 

１番、○○地区、○○線○○号の○○○○さんから○○線○○号の○○○○さんへ賃貸

をされていた件です。田３筆、面積が２５,５２２㎡、農業経営基盤強化促進法による

平成２９年１１月３０日までの賃貸借でしたが、この度、○○○○さんが売買を希望さ

れ合意解約となりました。現在、斡旋の手続きに入ったところであります。 

                                       

 

報告第２号について、発言はありませんか。 

 

「発言なし」の声あり 

 

発言がなければ、報告第２号を終わります。 

                                       

 

日程第４ 「諮問第 1号 農用地利用集積計画の作成について」の件を議題といたしま

す。諮問第１号を、事務局が説明いたします。 「事務局」 

                                       

 

諮問第１号について、ご説明いたします。 

○○地区農用地利用改善事業実施組合他より、次のとおり利用権の設定についての申し

出がなされ、この申し出が適当と認められるので、農業経営基盤強化促進法(昭和５５

年法律第６５号)第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めるにあたり貴

会の意見を求める。 

   平成 28年 3月 17日提出 上富良野町長  向山 富夫 

農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各条件を満た

していると判断されます。審議の資料として、調査書をご覧願います。以下、諮問第１

号朗読。 

 

所７９番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○会社○

○○○さん。畑４筆、面積３８,５６３㎡、売買です。○○○○さんの規模縮小です。 

所８０番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○会社○

○○○さん。畑２筆、面積２１,６２８㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８１番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑１筆、面積４６５㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８２番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑と田の４筆、面積１４,３９１㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８３番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑３筆、面積２７,１５４㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８４番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

んへ。田１筆、面積３,８８３㎡、売買です。○○○○さんの離農です。 
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所８５番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号○○番地○○

の○○○○さん。畑１筆、面積１０,５５５㎡、売買です。○○○○さんの離農です。 

所８６番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。田４筆、面積３４,５９６㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８７番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○郡○○村の○○○○会

社さん。田１筆、面積１,０８８㎡、売買です。○○○○さんの規模縮小です。 

所８８番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号○○番地○○

の○○○○。田３筆、面積４,７２７㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所８９番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号○○番地○○

の○○○○へ。田１０筆、面積３２,９３０㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９０番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑２筆、面積１０,５６８㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９１番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑３筆、面積１０,５６８㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９２番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。畑１筆、面積２,３０２㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９３番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。田１０筆、面積１９,６６６㎡、売買です。○○○○さんの規模縮小です。 

所９４番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。田２筆、面積４２,１３９㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９５番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。田３筆、面積２１,２７３㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

 

諮問第１号 所７９番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１番 谷本嘉彦 委員」 

                                       

 

１番 谷本です。所７９番について、補足説明いたします。 

 

２月１７日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、売

買１件の利用集積が成立いたしました。 

 

所７９番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○道路の西側となります。 

○○○○さんの規模縮小に伴い、10a当たり畑 55,000円と 57000円で売買

となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、諮問第１号 所７９番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 
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議 長 

 

 

谷委員 

 

長谷川委員 

 

谷委員 

 

長谷川委員 

 

 

議 長 

 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

諮問第１号 所８０ ８１ ８２番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１０番 長谷川裕見 委員」 

                                       

 

１０番 長谷川です。所８０、８１、８２番について、補足説明いたします。 

 

２月２５日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、売

買３件の利用集積が成立いたしました。 

 

所８０番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○会社○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線道路の東側となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり畑 55,000円と 60,000円で売買と

なりました。 

 

 

所８１番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線の東側となります。 

経過といたしまして、平成２２年に○○○○さんから○○○○さんへ斡旋に

よる売買となったのですが、今回対象となった１筆、0000-00について、当

時の斡旋対象から漏れていたことが判明しましたので、今回斡旋としたもの

です。10a当たり畑 60000円で売買となりました。 

 

 

所８２番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線の西側となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田40,000円、畑40,000円と85,000

円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

所８１番について、耕作していたのですか。 

 

買ったと思っていたので耕作してました。 

 

わかった時点で賃料を払ったのですか。 

 

否、払っていません。お互いに、買ったと思っていた、売ったと思っていた。 

そのままで納得していただきました。 

 

他にありませんか。 

 

「なし」の声あり 
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なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、所８０番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８１番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８２番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 
                                       

 

諮問第１号 所８３、８４、８５、８６番について、提案に関する補足説明を願います。 

「５番 石橋信次 委員」 

                                       

 

５番 石橋です。所８３、８４、８５、８６番について、補足説明いたします。 

 

２月２４日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、消防会議室で開かれ、売

買 1件の利用集積が成立いたしました。 

 

また、３月１日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、○○○○で開かれ、

売買３件の利用集積が成立いたしました。 

 

 

所８３番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田200,000円で売買となりました。 

 

所８４番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線○○号となります。 

○○○○さんの離農に伴い、10a当たり田 150,000円で売買となりました。 

 

所８５番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線○○号となります。 

○○○○さんの離農に伴い、10a当たり畑 95,000円で売買となりました。 

 

所８６番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 
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受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○線○○号となります。 

○○○○さんの離農に伴い、10a当たり田 150,000円で売買となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

 

これより、所８３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８４番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８５番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８６番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

諮問第１号 所 87番について、提案に関する補足説明を願います。 

「2番 三好利和 委員」 

                                       

 

２番 三好です。所８７番について、補足説明いたします。 

 

３月２日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、売買

１件の利用集積が成立いたしました。 

 

所８７番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 
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受け手 ○○村の○○○○会社さん 

所在地は、○○地区○○道路の東側となります。 

○○○○さんの規模縮小に伴い、10a当たり田 100,000円で売買となりまし

た。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

○○○○会社というのは、農業生産法人ですか。 

 

はい、農業生産法人です。 

 

他にありませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、所８７番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

諮問第１号 所８８番から９５番について、提案に関する補足説明を願います。 

「３番 谷 忠 委員」 

                                       

 

３番 谷です。所８８番から９５番について、補足説明いたします。 

 

３月７日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、売買

８件の利用集積が成立いたしました。 

 

所８８番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 200,000円で売買となりまし 

た。 

 

所８９番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号の○○○○さんとの続きと、○○号の○○○○さん

の住宅回りと、○○○○下の○町○丁目の３つの団地となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 200,000円、○町○丁目は

100,000円で売買となりました。 

 

所９０番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 
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○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり畑 80,000円で売買となりました。 

 

所９１番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、ＪＲ富良野線東側で○○号道路沿いと○○○○の北側となりま

す。○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 180,000円と 150,000円で

売買となりました。 

 

所９２番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり畑 60,000円で売買となりました。 

 

所９３番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号○○○○川の西側となります。 

○○○○さんの規模縮小に伴い、10a当たり田 180,000円で売買となりまし

た。 

 

所９４番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○○○沿い○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 200,000円で売買となりまし 

た。 

 

所９５番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 190,000円で売買となりまし 

た。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

地目で用悪水路とありますが、これはどんな所ですか。 

 

昔、改良区の用水路があった個所で、区画整理が行われて用水路は別な場所へ移り、現

況は田として耕作されているので斡旋の対象となりました。 

 

地目は田に変わるのですか。 

 

現在の登記地目は用悪水路です。今度の農業委員会で行う嘱託登記の際に地目の変更を

します。 

 

他にありますか。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、所８８番を採決いたします。 
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本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所８９番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９０番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９１番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９２番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９４番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９５番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

日程第５ 「諮問第２号 農用地利用集積計画の作成について」の件を議題といたしま

す。 

農業委員会等に関する法律第２４条、議事参与の制限の規定により、○番 ○○○○ 

委員の退席を求めます。（○番 ○○○○ 退席） 

 

諮問第２号を、事務局が説明いたします。 「事務局」 

                                        

 

諮問第２号について、ご説明いたします。 

江幌地区農用地利用改善事業実施組合他より、次のとおり利用権の設定についての申し

出がなされ、この申し出が適当と認められるので、農業経営基盤強化促進法(昭和５５

年法律第６５号)第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めるにあたり貴

会の意見を求める。 

   平成 28年 3月 17日提出 上富良野町長  向山 富夫 

農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各条件を満た

していると判断されます。審議の資料として、調査書をご覧願います。以下、諮問第２

号朗読。 

 

所９６番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さ

ん。田１筆、面積４.３８㎡、売買です。○○○○さんの規模縮小です。 

所９７番、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○

○○さん。畑と田の７筆、面積８７,２９０㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

所９８番、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○

○○さん。田５筆、面積３１,４５７㎡、売買です。○○○○さんの再処分です。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

 

諮問第２号 所９６、９７番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１０番 長谷川裕見 委員」 

                                       

 

１０番長谷川です。所９６，９７番について、補足説明いたします。 

 

２月１７日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、売

買の利用集積が成立いたしました。 

 

所９６番  出し手 ○○線○○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○道路の東側となります。 

○○○○さんの規模縮小に伴い売買となり、先ほどの所７９番で○○○○さ

んが取得されましたが、○○○○さん所有分の農地が○○道路東側にあるた

め、この部分については、隣接する○○○○さんが受け手となった次第です。

面積 4.38平方メートルで、価格としては 1,000円となりました。 

 

所９７番  出し手 ○町○丁目○番○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○地区○○道路の西側となります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 33,000円 畑 45,000円～

57,000円で売買となりました。 
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慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、所９６番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

つづいて、所９７番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

諮問第２号 所９８番について、提案に関する補足説明を願います。 

「３番 谷 忠 委員」 

                                       

 

３番 谷です。所９８番について、補足説明いたします。 

 

３月７日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、役場会議室で開かれ、利用

集積が成立いたしました。 

 

所９８番  出し手 ○町○丁目○番○号の○○○○さん、 

受け手 ○○線○○号の○○○○さん 

所在地は、○○線○○号あたりとなります。 

○○○○さんの再処分に伴い、10a当たり田 200,000円で売買となりまし 

た。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、所９８番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

○番 ○○○○ 委員の退席を解きます。（○番 ○○○○ 委員 着席） 

                                       

 

日程第６ 議案第１号 「農地法第３条第１項による許可申請について」の件を議題と

いたします。議案第１号を、事務局が説明いたします。 「事務局」 

                                       

 

議案第１号について、ご説明いたします。 

農地法第３条第１項の規定による許可申請のあった次の件について、同条第２項の規定

に基づき許可に可否について審議を求める。 

   平成 28年 3月 17日提出  上富良野町農業委員会会長 青地  修 

 

許可申請は、農地法第３条第２項各号の規定に該当しないため、許可の要件を満たして

いると判断されます。 

審議の資料として、農地法第３条調書をご覧願います。以下、内容を朗読。 

 

１番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

畑３筆、面積１０４,７００㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営移譲

がありまして、再処分で賃貸借となりました。 

２番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

田と畑の６筆、面積４４,３７３㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営

移譲がありまして、再処分で賃貸借となりました。 

３番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

田１筆、面積９,６４５㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営移譲があ

りまして、再処分で賃貸借となりました。 

４番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

田１筆、面積２,４２３㎡、出し手の○○○○さんの規模縮小、受け手の○○○○さん

の規模拡大により賃貸借となりました。 

５番、出し手は○町○丁目の○○○○さん。受け手は○町○丁目の○○○○さん。畑１

筆、面積５１,６７５㎡、出し手の○○○○さんの規模縮小、受け手の○○○○さんの

規模拡大により賃貸借となりました。 

６番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は中富良野町○町○番○－○の○

○○○さん。田１５筆、面積８３,６１５㎡、出し手の○○○○さんから受け手の○○

○○さんへ経営移譲による使用貸借となりました。 

７番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○会社○○○

○さん。田２筆、面積２４,３１２㎡、出し手の○○○○さんの規模縮小、受け手の○

○会社○○○○さんの規模拡大により賃貸借となりました。 

８番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○会社○○○

○さん。田５筆、面積３４,９０８㎡、出し手の○○○○さんの規模縮小、受け手の○

○会社○○○○さんの規模拡大により売買なりました。 

９番、出し手は○○○○の○○○○さん。受け手は○○○○の○○法人○○○○さん。

畑４筆、面積５２,６６３㎡、出し手の○○○○さんは○○法人○○○○さん構成員で、

○○法人○○○○さんへ贈与となりました。 

１０番、出し手は○町○丁目の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

畑５筆、面積３７,８５４㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営移譲が

ありまして、再処分で賃貸借となりました。 

１１番、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号○○番地

○○の○○○○さん。畑６筆、面積１０２,５１０.２９㎡、受け手の○○○○さんから

○○○○さんへの経営移譲がありまして、再処分で賃貸借となりました。 

１２番、出し手は○町○丁目の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

畑と田の６筆、面積２９,８０４㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営

移譲がありまして、再処分で賃貸借となりました。 



 １５ 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

舘尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

１３番、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○

○さん。田１筆、面積２１,５６１㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経

営移譲がありまして、再処分で賃貸借となりました。 

１４番、出し手は○町○丁目の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

田１筆、面積２５,８６０㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営移譲が

ありまして、再処分で賃貸借となりました。 

１５番、出し手は○○線○○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○○さん。

畑１筆、面積２９,５６５㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経営移譲が

ありまして、再処分で賃貸借となりました。 

１５番、出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん。受け手は○○線○○号の○○○

○さん。畑３筆、面積４５,４３５㎡、受け手の○○○○さんから○○○○さんへの経

営移譲がありまして、再処分で賃貸借となりました。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

 

議案第１号 １番について、提案に関する補足説明を願います。 

「９番 舘尾雄治委員」 

                                       

 

９番 舘尾です。 議案第１号 １番について、補足説明いたします。 

 

１番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○地区、○○道路の奥、○○○○町との境界当たりです。○○○○さんの経

営移譲に伴う再処分で賃貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なしの声あり」 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号 １番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 ２番について、提案に関する補足説明を願います。 

「６番 佐藤良二委員」 

                                       

 

６番 佐藤です。 議案第１号 ２番について、補足説明いたします。 

 

２番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○地区、○○線○○道路の北側です。○○○○さんの経営移譲に伴う再処分

で賃貸借となりました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なしの声あり」 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号 ２番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 ３番４番について、提案に関する補足説明を願います。 

「３番 谷 忠 委員」 

                                       

 

３番 谷です。 議案第１号 ３番について、補足説明いたします。 

 

３番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○○○号と○○道路の間となります。○○○○さんの経営移譲に伴う再処分

で賃貸借となりました。 

 

４番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○○○号と○○号道路南側となります。○○○○さんの規模縮小により、賃

貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、議案第１号４番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 
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議 長 

 

 

 

石橋委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 ５番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１１番 井村悦丈委員」 

                                       

 

１１番 井村です。 議案第１号 ５番について、補足説明いたします。 

 

５番 出し手 ○町○丁目の○○○○さん 受け手 ○町○丁目の○○○○さん 

所在地は、○○地区 ○○線○○号の畑になります。○○○○さんの規模縮小により、

賃貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号５番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 ６番７番８番について、提案に関する補足説明を願います。 

「５番 石橋信次委員」 

                                       

 

５番 石橋です。 議案第１号 ６番７番８番について、補足説明いたします。 

 

６番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん 受け手 中富良野町○町○番○-○○○

○さん 所在地は、○○線○○号となります 父、○○○○さんから子、○○○○さん

への経営移譲による使用貸借となります。 

 

７番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん 受け手 ○○線○○号の○○会社○○

○○さん 所在地は○○線○○号となります。 ○○○○さんの規模縮小により、賃貸

借となりました。 

 

８番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん 受け手 ○○線○○号の○○会社○○

○○さん 所在地は○○線○○号となります。 ○○○○さんの規模縮小により、売買

となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 
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議 長 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号 6番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて 議案第１号 7番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて 議案第１号 8番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 ９番について、提案に関する補足説明を願います。 

「９番 舘尾雄治委員」 

                                       

 

９番 舘尾です。 議案第１号 ９番について、補足説明いたします。 

 

出し手 ○○○○ ○○○○さん 受け手 ○○法人 ○○○○、 

内容は贈与です。 ○○○○さんが高齢により、○○○○を脱退することとなりまして、

それに伴い、○○○○さんの所有する農地を含む土地の全てを○○○○に贈与すること

となったものです。農地については委員会の許可を要するため、今回の申請となりまし

た。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号９番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 １０番、１１番、１２番について、提案に関する補足説明を願います。 

「１番 谷本嘉彦委員」 

                                       

 

１番 谷本です。 議案第１号 １０番１１番１２番について、補足説明いたします。 

 

１０番 出し手 ○町○丁目の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○○○道路沿いで○○○○あたりとなります。○○○○さんの経営移譲に伴

う再処分で賃貸借となりました。 

 

１１番 出し手 ○町○丁目○番○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○

○さん、所在地は○○線○○号となります。○○○○さんの経営移譲に伴う再処分で賃

貸借となりました。 

 

１２番 出し手 ○町○丁目の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○○線○○号となります。○○○○さんの経営移譲に伴う再処分で賃貸借とな

りました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号１０番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、議案第１号１１番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、議案第１号１２番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 １３番について、提案に関する補足説明を願います。 
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「６番 佐藤良二委員」 

                                       

 

６番 佐藤です。 議案第１号 １３番について、補足説明いたします。 

 

１３番 出し手 ○町○丁目○番○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○

○さん、所在地は○○線○○号となります。物井さんの経営移譲に伴う再処分で賃貸借

となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号１３番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

議案第１号 １４番について、提案に関する補足説明を願います。 

「３番 谷 忠 委員」 

                                       

 

３番 谷です。 議案第１号 １４番について、補足説明いたします。 

 

１４番 出し手 ○町○丁目の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さん、

所在地は○町○丁目○○○○の両側となります。○○○○さんの経営移譲に伴う再処分

で賃貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号１４番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 
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議案第１号 １５番 １６番について、提案に関する補足説明を願います。 

「７番 井村昭次 委員」 

                                       

 

７番 井村です。 議案第１号 １５番１６番について、補足説明いたします。 

 

１５番 出し手 ○○線○○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○○さ

ん、所在地は○○道路の○○○○宅の北側となります。○○○○○さんの経営移譲に伴

う再処分で賃貸借となりました。 

 

１６番 出し手 ○町○丁目○番○号の○○○○さん、受け手 ○○線○○号の○○○

○さん、所在地は○○道路の○○○○宅の西側となります。○○○○さんの経営移譲に

伴う再処分で賃貸借となりました。 

 

慎重審議をよろしくお願いします。 

                                       

 

これをもって提案に関する補足説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、議案第１号１５番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

続いて、議案第１号１６番を採決いたします。 

本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 

                                       

 

追加日程 議案第２号 「農地法第５条の規定に基づく農地転用許可後の事業計画変更

申請について」の件を議題といたします。 

 

上富良野町農業委員会会議規則第３ 条第３項に「会長が緊急やむを得ないと認めたも

のは、追加議案として会議に付すことができる。」と規定されております。 

この案件については、審議を実施し、北海道知事に対して意見書を付して進達すること

が必要なことから、審議することといたします。事務局より説明願います。 

                                       

 

追加議案 議案第２号について、ご説明申し上げます。「農地法第５条の規定に基づく

農地転用許可後の事業計画変更申請について」であります。 



 ２２ 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

概要等、資料に基づき説明する。 

 

許可後における工事にあたり、○○○○の系統連携における「潮流調整システム」設置

工事のため、○○○○からソーラー発電所建設工事を延期してほしい旨の申し出により

現在まで未着工となっている。本年８月中旬から９月上旬の受給電力開始を目途として

工事を実施したく、期間の変更を申請したい。 

                                       

 

これをもって提案に関する説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

これより、追加議案第２号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり「可」として、意見書を付することにご異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可として、意見書を付することと

いたします。 

                                       

 

本日の日程は、全て終了いたしました。 

 

第２１回上富良野町農業委員会総会を閉会いたします。 

                                       

 

全員ご起立ください。 「礼」 

                                       

 

以上、諮問２件、議案２件の審議を終了し議長が閉会を宣言する。 

 

                           午後７時３５分 

                                       

 

上記第２１回農業委員会総会の顛末に相違ないことを証するため署名する。 

 

平成２８年３月１８日 

 

        上富良野町農業委員会長                   

 

        上富良野町農業委員                     

 

        上富良野町農業委員                     

 

 


